令和８年度　保育の必要性の認定申請及びこども園・保育所入園申込案内
国頭村教育委員会　教育課　　４１－２２５５　
１．令和８年度　認定申請及びこども園・保育所入園の申込み受付について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1） 令和８年度４月入所受付：令和７年１１月１４日（金）～１２月１２日（金）
（土日祝を除く）　
※　受付時間は９：０0～１２：００、１３：００～１７：００になります。
５月以降の申し込みは入園希望の2か月前から受付けます。
（2） 受付場所：国頭村教育委員会　教育課
· 　保育必要事由により選考を行うため、結果は令和８年２月上旬頃に通知を行う予定です。
２．保育の必要性の認定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こども園・保育所をご利用になるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

認定の区分によって、施設の利用時間が変わります。
	
	利用時間
	年齢
	保育の必要性
	

	1号認定
	7:15～13:30
	3歳～5歳
	家庭に保育できる方がいる　
	教育時間
認定

	2号認定
	7:15～16:30又は18:15
	3歳～5歳
	就労等の理由で保育の必要がある　
	保育認定

	３号認定
	7:15～16:30又は18:15
	0歳～2歳
	就労等の理由で保育の必要がある　
	保育認定


■2号認定・3号認定は就労時間等によって利用時間が変わります
　
３．保育認定の基準（3ページ参照）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　国頭村に住所を有する児童で、両親及び同居の親族が次のいずれかに該当し、保育の必要が認められる場合です。
□就労
□妊娠、出産（母親が出産予定前２ヵ月、出産後６ヵ月以内のもの。）
□保護者の疾病、障害
□同居又は長期入院している親族の介護・看護

□災害復旧

□求職活動（求職中を理由とした保育の実施期間は90日以内となります。）
□就学（通信教育は含みません）
□虐待やDVの恐れがあること
□育児休業取得中に、既に保育を利用しているこどもがいて継続利用が必要であること

□その他、市町村が認める場合

４．提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入所申込時に必要な書類　※（２）～（５）は兄弟で1通提出して下さい。
（1） 施設型給付費・地域型保育給付費等　支給認定申請書兼利用申請書
（2） 保育の認定を証明する書類（該当する書類を提出）（2号・3号認定の児童のみ）
	保護者・世帯員の状況
	必要な書類

	1 労働
	就労証明書　　　　　　　　　　

	2 出産予定前後
	母子手帳の写し

	3 疾病・負傷等
	診断書　等　　　　　　　　　　　　　　

	4 同居親族の介護等
	診断書　等　　　　　　　　　　　　　

	5 就学
	在学証明書及びカリキュラム等

	6 求職中
	ハローワークの求職受付票の写し等

	7 その他
	保育の必要性を証明する書類


（3） 個人番号（マイナンバー）提出書
（4） その他　（個々の必要に応じてお願いすることがあります）
（5） 児童の健康診断書（入所決定後、様式を渡します）
５．利用料について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和６年度より利用料の無償化を行っております。村内に住所のある方は無料となります。
６．主食費について（3才児～5才児クラス）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　主食費　無料
７．副食費について（3才児～5才児クラス）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・国頭村に住所がある方　無料
　　　・国頭村外に住所がある方
	　定義
	（ア）1号認定
	（イ）2号認定
	多子のカウント方法

	（ア）1号認定　市町村民税所得割課税額77,100円以下

（イ）2号認定　市町村民税所得割課税額57,699円以下
（要保護者等にあっては77,100円以下） 
	第1子
第2子
第3子
	0円
	0円
	年齢に関わらず被監護者の数による

	（ア）1号認定　市町村民税所得割課税額77,101円以上
（イ）2号認定　市町村民税所得割課税額57,700円以上（要保護者等にあっては77,101円以上） 
	第1子
第2子
	１,000円
	1,500円
	0歳から中学校3年生までの子

	
	第3子
	0円
	0円
	

	１　該当年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税所得割合算額が上欄の区分に該当する世帯 

	２　1号認定子どもは8月は除いた額とする。


・利用者負担額、副食費は市町村民税所得割課税額の状況によって算定を行います。未申告や扶養もれがないか、保護者の方で必ず確認を行ってください。


・保育認定の基準
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保育短時間 保育標準時間

１６：３０まで １８：１５まで

①

就労

月64時間以上の就労

※通勤時間も就労に含む

○

月64時間以上

120時間未満の

労働

○

月120時間以上

の労働

○

両親共に土曜日に就労し

ている

就労証明書

②

妊娠・出産

原則「妊娠中か出産後間もないこ

と」

妊娠初期であってもつわり、切迫等

での入院、安静などは利用可能。

産後は『出産日から起算して8週間

を経過する日の翌日の属する月の末

日』まで利用可能。

ー ○ ○ 母子手帳

③

疾病・負傷・障害保護者の疾病・障害 ー ○ ○

診断書・障害者手

帳の写し等

④

介護・看護

同居または長期入院等している親族

の介護・看護

ー ○ ○ 入院計画書等

⑤

災害復旧 ー ○ ○

⑥

求職中

起業準備を含む

有効期間：基本期間90日(上限は市町

村が定める)

○ × ×

ハローワーク求職

受付票等

⑦

就学・就業訓練 職業訓練校等での職業訓練含む ー ○ ○（授業等がある場合） 就学・就業証明書

⑧

児童虐待・DV ー ○ ○

⑨

育児休業中

・育休取得に係る子とは別に保育を

必要としている子がいる場合

○ × × 就労証明書

・土曜日に保育を利用したい方で、不定期な就労が生じた場合はその週の火曜日までに保育所に申請書を提出して、保育を利用するこ

とができます。

・緊急の利用の場合は随時対応いたします。

土曜日の保育

・保護者（両親）の事由の区分により保育の利用時間が異なります。

・保護者のどちらかが、120時間未満の労働であれば保育短時間（１６：３０までの利用）になります。

・土曜日については、保護者（両親）の労働又は疾病その他自由により家庭において必要な保育を受けることが困難である

ものが利用できます。

・途中で事由が変わった場合や就労先が変更になった場合は、申請書類の提出を再度おねがします。

　　　　　利用

時間

事由

条件及び有効期間

(子ども子育て支援法施行規則)

申請書類
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